
 

                           

手話を学ぼう 
～すべての人がお互いを認め合う第一歩～ 

  「里庄町手話言語条例」が４月１日より施行されました。 

 それに伴い、聴覚障害や聴覚障害者の生活を知り、コミュニケーション方法

や簡単な手話の学びの場を広げたいと思います。 

 お誘い合わせのうえご参加くださいますようご案内いたします。 

 

 

日   時  令和元年９月２６日（木） 《入場無料》 

１３：３０～１５：００ 

 

会   場   里庄総合文化ホール「フロイデ」電動中ホール 

 

対 象 者   里庄虚空蔵大学・里庄カレッジクラブ 

町内在住、在勤者（年齢不問） 

   

日   程   １３：００～１３：３０ 受付 

           １３：３０～１５：００ 一般教養講座 

【講 師】社会福祉協議会 手話通訳士：大林 奈緒子 

           浅口聴覚障害者協会会員手話サークルわかば会員 

【内 容】①聴覚障害とは・・コミュニケーション方法 

           ②聴覚障害者の生活（体験談） 

           ③手話（自己紹介・あいさつ 等） 

           ④手話歌 

           ⑤質疑応答 

 

申 込 方 法     申し込みは不要です。 

 

   問い合わせ   里庄町中央公民館：渡邊 TEL：0865-64-7219 


